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１．明細書交付義務化対象の拡大等について



【参考】明細書交付義務化対象の拡大等について
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◆ 第27回柔道整復療養費検討専門委員会における主な意見（概要）

• 明細書無償交付の義務化について、義務化対象施設が38％、非義務化59％のところで、59％の非義務化の施設も努力して出し

ているという現状があり、明細書の部分で評価いただいた上で、保険者単位償還払いが持ち出されるのは不思議

• 明細書を業界がきちんとやれば、透明性が担保されて、保険者含めて皆が納得されて、保険者単位の償還払いの話はなくなる

だろうということで、いろいろなセミナー、講習会等で、１人施術所、２人施術所も含め、明細書交付を進めているところ

• 基本的にはこの明細書発行に関しては、業界、患者さん、保険者の理解のためにも進めていくことが必要

• 単に料金改定の金額だけで考えるというのではなく、それに対してはしっかりとした財源を確保した上で、保険者と協力しな

がら、私達も本当にみんなでやろうという形に進めるのではないか

• 全施術所のうち、無償交付を届け出たのが18.5％というのが、これを多いと見るか少ないと見るかだが、我々から見ると、８割

以上が届け出てないというのはあまりにもこれは限定的だと言わざるを得ない。常勤３人以上が義務化対象のところ、２人以

下の施術所も届出が３割ぐらいあったということは評価するべきだと思うが、 そうであれば、レセコンを持っている施術所

については、例外なく義務化とするのが本筋ではないか

• 明細書発行機能を持ったレセコンを有している施術所は、すべからく義務化として、それでも発行できないところについては、

届け出ることにしたほうが、見える化も図られるし、拡大にもつながると思うので、常勤要件の撤廃を要望したい

• 明細書の発行により、通院日、料金の内容が明確化されることは、施術側にとっても、健全化をアピールできることから良い

と考えている。ただ、義務化する前に、現場の不満や不安を解消した上での実施を希望する

• 明細書発行に対するリスクは、非常に高いものがある一方、医科は10円、毎回発行の点数があると聞いており、柔整に限って

は、無償で発行して月13円は、対象範囲の拡大に向けて非常に大きなハードルになる

• 義務化対象の拡大とか毎回発行は、財源の絡みがあり、どの程度財源でどこまで算定できるのかを見ないと、意見として言え

ない。患者の希望にかかわらず、施術側としては、毎回施術するごとに発行するのが基本

◆ 令和６年度改定において、調査結果や改定財源を踏まえ、明細書発行体制加算の算定回数、額及び明細書の義

務化の対象拡大、交付回数について検討し結論を得る。



【参考】明細書交付義務化対象の拡大等について
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◆ 第27回柔道整復療養費検討専門委員会における主な意見（概要）

◆ 併せて、その検討状況等を踏まえ、令和６年度改定において、保険者による受領委任払いの終了手続きを含め

た取扱い（保険者単位の償還払いへの変更）についても検討し結論を得る。

• 患者ごとの償還払いが、想定どおり実効性のあるものとなっていない。今回改定では、必ず実行すべき。

• 受領委任は柔整師のためにあるわけでも何でもない、保険者、被保険者、国民のための政策としてある

• 保険者も、患者も償還払いに戻していいという決断をとっているから、患者のために受領委任があるとは思っておらず、どち

らかと言えば、施術者のためのものだと理解

• 療養費というのは、本来、87条に規定するように償還払いが原則です。原則の償還払いに戻して、きっちりとした対策をとる

というのが保険者の考え方

• 【再掲】明細書無償交付の義務化について、義務化対象施設が38％、非義務化59％のところで、59％の非義務化の施設も努力

して出しているという現状があり、明細書の部分で評価いただいた上で、保険者単位償還払いが持ち出されるのは不思議

• 令和４年度改定の明細書をきちんとやることで、償還払いの話にならないという議論の流れであったと思うので、その点を考

慮すべき。

• 患者調査、照会、施術者への聞き取りも、保険者に認められ、そこから個別指導になるという手順と承知しており、保険者の

償還払いの意向についても、それと同等の慎重さを持って実施しているという認識をしておりますので、全部が不正だと言う

よりも、実際に聞き取りをして、その上で実行するのは決まっているので、現行の流れを継続すべき

• 物価高騰で施術所の経営環境は非常に厳しい状況にある。特に、電気料金などの値上げによる影響も非常に強く受けており、

こうした状況への対応についても料金改定の議論において検討すべき。

• 再検の技術を向上させるためにも、現状、１回のところを２回にするとか、３回、４回、５回と再検の技術を上げる、ひいて

は、国民の健康に寄与できることから、再検料の複数回算定の検討をお願いしたい

◆ その他、物価高騰への対応



Ⅲ .令和６年改定の基本的な考え方（案）について
１．明細書交付義務化対象の拡大等について

◆ 令和6年度改定において、調査結果や改定財源を踏まえ、明細書発行体制加算の算定回数、額及び明細書の義

務化の対象拡大、交付回数について検討し結論を得る。

⚫ 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が３人以上

である施術所

⚫ 明細書を無償で患者に交付した場合は、令和４年10月１日以降の施術分から、明細書発行体制加算として、

月１回に限り、13円を算定する。

→ 明細書交付義務化対象施術所の範囲拡大についてどう考えるか

→ 明細書発行体制加算の算定回数拡大及び算定額についてどう考えるか

⚫ 患者から一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付することが原則であること。ただし、患者の求め

に応じて１ヶ月単位でまとめて交付することも差し支えないこと。

→ 交付（交付回数）の拡大等についてどう考えるか

◆ 併せて、その検討状況等を踏まえ、令和6年度改定において、保険者による受領委任払いの終了手続きを含め

た取扱い（保険者単位の償還払いへの変更）についても検討し結論を得る。

厚生局への届出状況、アンケート結果及び令和５年度療養費頻度調査結果並びに改定財源を踏まえ、

→ 明細書交付の義務化対象拡大案等を踏まえてどう考えるか
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令和６年改定の基本的考え方（案）について①

令和４年度料金改定では、施術所の負担を軽減し、明細書の発行を推進するため「明細書発行体制加算」を

創設。令和６年改定の議論において、義務化対象の拡大、算定額等のあり方等について、引き続き検討。

○現行の明細書発行体制加算の算定要件等
・明細書を無償で交付する義務化対象施術所の範囲

常勤職員3名以上で、明細書発行機能が付与されているレセコンを設置している施術所について、明細
書を無償で交付することを義務化している。
なお、明細書交付は患者が窓口で一部負担金を支払うときに交付することを原則としつつ、1月分をま

とめて交付することも差し支えないものとしている。

・明細書発行体制加算
明細書を無償で患者に交付した場合 13円
※同月内においては１回のみ算定できること。
※患者から発行を求められた場合に明細書を交付（有償可）する施術所ではなく、患者から一部負担金を受けるときは
明細書を無償で交付する施術所であること。

※明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示すること。

○無償交付施術所の届け出状況
・受領委任協定等施術所 ：46,974か所
・明細書無償交付届け出施術所数 ： 8,671か所（受領委任施術所の約18％）
うち、義務化対象施術所 ： 5,696か所（受領委任施術所の約12％）

○令和４年度明細書交付等に関するアンケート調査結果
・明細書はレセコンソフトが自動作成と回答した施術所の割合：74.2%
・明細書はレセコンに必要事項を入力して作成と回答した施術所の割合：14.1%
・明細書交付機能が付与されたレセコンを設置している施術所の割合：89.5％

１．明細書交付義務化対象の拡大等について

6以上の状況等を踏まえ



①明細書交付義務化対象施術所の範囲拡大について

⚫アンケート調査では、明細書交付については約90%の施術所がレセコンにより作成していること、また、
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所が約90%あること等が明ら
かとなった。こうした点を踏まえ、義務化の対象を「明細書交付機能が付与されているレセプトコン
ピュータを設置している施術所」（施術所の約90％が対象）とすることについてどう考えるか。

⚫また、現行の「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書（別紙様式３）」については、明細書の無償交
付を行う施術所が地方厚生（支）局へ届出しているが、上記のように、義務化の対象が大幅に拡大した場
合、義務化対象施術所以外が届出する等の見直しを行うことについてどう考えるか。

②交付（交付回数）の拡大等について

⚫アンケート調査では、明細書の交付（交付回数）について、施術のたびに交付している施術所の割合は約
48％、半数以上がそれ以外の交付形態となっており、中でも1ヶ月分をまとめて交付との回答した施術所
が約21％であること、また、常勤職員２名以下施術所の割合が約70％であるとともに、明細書の主な作
成者は約74％が施術管理者（柔道整復師）であることが明らかとなった。こうした点を踏まえ、「患者か
ら一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付することが原則であること。ただし、患者の求めに応
じて１ヶ月単位でまとめて交付することも差し支えないこと。」について、現行規定を継続することにつ
いてどう考えるか。

③明細書発行体制加算の算定回数拡大及び算定額について

⚫改定財源の範囲内において、明細書交付義務化対象施術所の拡大範囲を踏まえ、現行の明細書発行体制加
算の算定回数及び料金額を基に検討することについてどう考えるか。

④併せて、その検討状況等を踏まえ、令和6年度改定において、保険者による受領委任払いの
終了手続きを含めた取扱い（保険者単位の償還払いへの変更）についても検討し結論を得る。

⚫上記①の明細書交付義務化対象施術所の拡大を踏まえ結論を得ることについてどう考えるか。 7

令和６年改定の基本的考え方（案）について①



【参考】
明細書交付義務化対象の拡大等について（主な規定等）
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改正後 ※太字下線部分の改正要否を検討する 現行（別紙）受領委任協定（通知）抄

（領収証及び明細書の交付）
20 丁は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理
由がない限り、領収証を無償で交付すること。
また、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを

使用している施術所であって、常勤職員（柔道整復師に限らず、事
務職員等も含む。）３人以上である施術所においては、丁は、患者
から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、
当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を
無償で交付すること。これに該当しない施術所においては、丁は、
患者から求められたときは、正当な理由がない限り、当該一部負担
金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付すること。

（領収証及び明細書の交付）
20 丁は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理
由がない限り、領収証を無償で交付すること。
また、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを

使用している施術所であって、常勤職員（柔道整復師に限らず、事
務職員等も含む。）が３人以上である施術所においては、丁は、患
者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、
当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を
無償で交付すること。これに該当しない施術所においては、丁は、
患者から求められたときは、正当な理由がない限り、当該一部負担
金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付すること。

改正後 ※太字下線部分の改正要否を検討する 現行 柔道整復師の施術料金の算定方法（通知）抄

柔道整復の施術に係る療養費の算定基準
（前略）
備考１～８（略）
９．患者から一部負担金の支払いを受けるときは明細書を無償で交
付する施術所である旨をあらかじめ地方厚生（支）局長に届け出た
施術所において、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、
明細書を無償で患者に交付した場合は、令和４年10月１日以降の施
術分から、明細書発行体制加算として、月１回に限り、13円を算定
する。
（後略）

柔道整復の施術に係る療養費の算定基準
（前略）
備考１～８（略）
９．患者から一部負担金の支払いを受けるときは明細書を無償で交
付する施術所である旨をあらかじめ地方厚生（支）局長に届け出た
施術所において、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、
明細書を無償で患者に交付した場合は、令和４年10月１日以降の施
術分から、明細書発行体制加算として、月１回に限り、13円を算定
する。
（後略）



【参考】
明細書交付義務化対象の拡大等について（主な規定等）
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改正後 ※太字下線部分の改正要否を検討する 現行 柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項（通知）抄

(9) 明細書発行体制加算
ア 明細書発行体制加算は、患者から一部負担金の支払いを受ける
ときは明細書を無償で交付する施術所である旨を別紙様式３により、
明細書発行体制加算を算定する月の前月末日までに、施術所の所在
地の地方厚生（支）局長に届け出た施術所において、明細書を無償
で交付する旨を施術所内に掲示し、一部負担金の計算の基礎となっ
た項目ごとに記載した明細書を無償で患者に交付した場合に、令和
４年10月１日以降の施術分から、算定できるものであること。
イ 明細書発行体制加算は、同月内においては１回のみ算定できる
こと。なお、患者の求めに応じて明細書を１ヶ月単位で交付する場
合は、一部負担金の支払いを受けた当該月又は翌月に明細書を交付
することになるが、ある月に複数月分の明細書を１ヶ月単位で交付
した場合であっても、明細書発行体制加算は同月内においては１回
のみの算定に限ること。
ウ アの届出を行った施術所が、患者から一部負担金の支払いを受
けるときに明細書を無償で交付する施術所ではなくなった場合は、
速やかに、その旨を別紙様式４により施術所の所在地の地方厚生
（支）局長に届け出ること。
エ 厚生労働省においては、ア及びウの届出に基づき、届出が行わ
れた日の属する月の翌月10日頃までに、明細書を無償で交付する施
術所名、届出日、所在地、電話番号、施術管理者名、施術管理者登
録記号番号を厚生労働省のホームページに掲載する。

(9) 明細書発行体制加算
ア 明細書発行体制加算は、患者から一部負担金の支払いを受ける
ときは明細書を無償で交付する施術所である旨を別紙様式３により、
明細書発行体制加算を算定する月の前月末日までに、施術所の所在
地の地方厚生（支）局長に届け出た施術所において、明細書を無償
で交付する旨を施術所内に掲示し、一部負担金の計算の基礎となっ
た項目ごとに記載した明細書を無償で患者に交付した場合に、令和
４年10月１日以降の施術分から、算定できるものであること。
イ 明細書発行体制加算は、同月内においては１回のみ算定できる
こと。なお、患者の求めに応じて明細書を１ヶ月単位で交付する場
合は、一部負担金の支払いを受けた当該月又は翌月に明細書を交付
することになるが、ある月に複数月分の明細書を１ヶ月単位で交付
した場合であっても、明細書発行体制加算は同月内においては１回
のみの算定に限ること。
ウ アの届出を行った施術所が、患者から一部負担金の支払いを受
けるときに明細書を無償で交付する施術所ではなくなった場合は、
速やかに、その旨を別紙様式４により施術所の所在地の地方厚生
（支）局長に届け出ること。
エ 厚生労働省においては、ア及びウの届出に基づき、届出が行わ
れた日の属する月の翌月10日頃までに、明細書を無償で交付する施
術所名、届出日、所在地、電話番号、施術管理者名、施術管理者登
録記号番号を厚生労働省のホームページに掲載する。



【参考】
明細書交付義務化対象の拡大等について（主な規定等）
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改正後 ※太字下線部分の改正要否を検討する 現行 柔道整復師の施術に係る療養費について（保医発0524 3）抄

２ 領収証及び明細書の交付について
（１）略
（２）明細書の交付について
① 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用
している施術所であって、常勤職員が３人以上である施術所
ア 明細書の無償交付
令和４年10月１日以降の施術分から、明細書発行機能が付与され

ているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤
職員が３人以上である施術所においては、患者から柔道整復師の施
術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受けるときは、正
当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならないこと。
イ 明細書の記載内容、交付頻度、様式
（略）
ウ 施術所内の掲示
（略）
エ 地方厚生（支）局長への届出
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項

等について（通知）」（平成９年４月17日付け保険発第57号厚生
省保険局医療課長通知）の別紙の第５の４の（９）のアに基づき、
明細書発行体制加算を算定する月の前月末日までに、同通知の別紙
様式３により、施術所の所在地の地方厚生（支）局長に届出を行う
こと。
オ 保険者等への情報提供
厚生労働省においては、エの届出に基づき、届出が行われた日の

属する月の翌月10日頃までに、明細書を無償で交付する施術所名、
届出日、所在地、電話番号、施術管理者名、施術管理者登録記号番
号を厚生労働省のホームページに掲載する。②～③略

２ 領収証及び明細書の交付について
（１）略
（２）明細書の交付について
① 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用
している施術所であって、常勤職員が３人以上である施術所
ア 明細書の無償交付
令和４年10月１日以降の施術分から、明細書発行機能が付与され

ているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤
職員が３人以上である施術所においては、患者から柔道整復師の施
術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受けるときは、正
当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならないこと。
イ 明細書の記載内容、交付頻度、様式
（略）
ウ 施術所内の掲示
（略）
エ 地方厚生（支）局長への届出
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項

等について（通知）」（平成９年４月17日付け保険発第57号厚生省
保険局医療課長通知）の別紙の第５の４の（９）のアに基づき、明
細書発行体制加算を算定する月の前月末日までに、同通知の別紙様
式３により、施術所の所在地の地方厚生（支）局長に届出を行うこ
と。
オ 保険者等への情報提供
厚生労働省においては、エの届出に基づき、届出が行われた日の

属する月の翌月10日頃までに、明細書を無償で交付する施術所名、
届出日、所在地、電話番号、施術管理者名、施術管理者登録記号番
号を厚生労働省のホームページに掲載する。②～③略



【参考】
明細書交付義務化対象の拡大等について（主な規定等）

（別紙様式３） 

 

明細書無償交付の実施施術所に係る届出書 

 

令和  年  月  日 

 

施 術 所 名                           

施術所の所在地                

電 話 番 号                

施術管理者名                

      登録記号番号                              

 

 

○○厚生（支）局長  様 
（この届出書は、地方厚生（支）局（地方厚生（支）局が所在しない都府県にあっては地方厚生（支）局都府県事

務所）へ提出してください。） 

 

 

当施術所は、一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付するこ

ととしましたので、届け出ます。 

 

なお、当施術所の状況は以下のとおりです。 

 

 

 

１．明細書の無償交付の該当状況（ア又はイに○を記載） 

※ アでもイでも明細書発行体制加算の請求は可能です。 

 

ア 明細書の無償交付義務化の対象施術所であり、明細書の無償交付を実施する。（注１） 

 

イ 明細書の無償交付義務化の対象施術所ではないが、明細書の無償交付を実施する。（注２） 

 

 

２．施術所の状況 

 

⑴ 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータの使用の有無（ア又はイに○を

記載） 

    ア 使用している 

    イ 使用していない 

 

⑵ 常勤職員の数 

    （     ）人 

 

 

 注１ 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常

勤職員（柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。）が３人以上である施術所は、明細書を無償

で交付しなければならないこととされています。 

注２ 注１に該当しない施術所であっても、施術所の判断により、明細書の無償交付を実施する施

術所とすることができます。（この場合も、明細書発行体制加算を請求できます） 

注３ 施術所の状況に変化があった場合（例：常勤職員数の変更等）であっても、明細書の無償交付

の実施を継続する場合は、変更の届出をする必要はありません。ただし、明細書の無償交付の実

施を取りやめる場合は、「明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書」（別紙様式４）を提出し

てください。 

注４ 保険給付を適切に実施するため、本届出書に基づき、明細書を無償で交付する施術所名、本

届出書の届出日、所在地、電話番号、施術管理者名、施術管理者登録記号番号を厚生労働省ホー

ムページに掲載します。 

（別紙様式４） 

 

明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書 

 

令和  年  月  日 

 

施 術 所 名                           

施術所の所在地                

電 話 番 号                

施術管理者名                

登録記号番号                

 

 

○○厚生（支）局長  様 
（この届出書は、地方厚生（支）局（地方厚生（支）局が所在しない都府県にあっては地方厚生（支）局都府県事

務所）へ提出してください。） 

 

 

当施術所は、明細書の無償交付を実施する施術所として届出をしていましたが、明細書の無償

交付の実施を取りやめますので、届け出ます。 

 

なお、当施術所の状況は以下のとおりです。 

 

 

 

１．明細書の無償交付の該当状況（ア又はイに○を記載） 

 

ア 明細書の無償交付義務化の対象施術所であったが、義務化の対象施術所でなくなったので、

明細書の無償交付の実施を取りやめる。（注１） 

 

イ 明細書の無償交付義務化の対象施術所ではないものの、明細書の無償交付を実施していた

が、明細書の無償交付の実施を取りやめる。（注２） 

 

 

２．施術所の状況 

 

⑴ 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータの使用の有無（ア又はイに○を

記載） 

    ア 使用している 

    イ 使用していない 

 

⑵ 常勤職員の数 

    （     ）人 

 

 
 注１ 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常

勤職員（柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。）が３人以上である施術所は、明細書を無償

で交付しなければならないこととされています。 

注２ 注１に該当しない施術所であっても、施術所の判断により、明細書の無償交付を実施する施

術所とすることができます。（この場合も、明細書発行体制加算を請求できます） 

注３ 保険給付を適切に実施するため、本届出書に基づき、明細書の無償交付を取りやめた施術所

名、本届出書の届出日、所在地、電話番号、施術管理者名、施術管理者登録記号番号を厚生労働

省ホームページに掲載します。 

別紙様式３ 別紙様式４

11

※厚生（支）局長への届出方法の見直し議論を踏まえて様式の見直し（廃止・修正等）を検討



令和6年改定の基本的考え方（案）について①

現下の物価高騰や他産業における賃上げの状況、診療報酬改定における賃上げへの対応、医療ＤＸの
推進等の観点を踏まえ、必要な料金改定について検討。

①電療料
現行、電気光線器具を使用した場合の電療料として１回につき30円加算。

②初検料
現行、施療を必要とする場合に限り、初検料1,520円を算定。

１－２．物価高騰への対応について

以上の状況等を踏まえ

①電療料の引上げについて

⚫電療料は電気光線器具を使用する施術への料金という性格上、現下の物価高騰による光熱費等の値上がり
による影響を受けやすい点を踏まえ、改定財源の範囲の中で、電療料の引き上げることについてどう考え
るか。

②初検料の引上げについて

⚫現下の他産業における賃上げ、診療報酬改定における賃上げへの対応や、本年４月よりオンライン資格確
認が開始され、同年12月からは義務化されることを踏まえ、医療ＤＸの推進といった観点から、改定財源
の範囲の中で、初検料の引き上げることについてどう考えるか。

12



【参考】
物価高騰への対応について（主な規定等）

13

改正後 ※太字下線部分の改正要否を検討する 現行 柔道整復師の施術料金の算定方法（通知）抄

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準

備考１．後療において強直緩解等のため、温罨法を併施した場合又
は施術効果を促進するため、柔道整復の業務の範囲内において人の
健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合の電
療料として、骨折又は不全骨折の場合にあってはその受傷の日から
起算して７日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の場合に
あってはその受傷の日から起算して５日間を除き、１回につきそれ
ぞれ75円又は30円を加算する。

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準

備考１．後療において強直緩解等のため、温罨法を併施した場合又
は施術効果を促進するため、柔道整復の業務の範囲内において人の
健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合の電
療料として、骨折又は不全骨折の場合にあってはその受傷の日から
起算して７日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の場合に
あってはその受傷の日から起算して５日間を除き、１回につきそれ
ぞれ75円又は30円を加算する。

初検、往療及び再検

１．初 検 料
２．初検時相談支援料
３．往 療 料
４．再 検 料

1,520円
100円
2,300円
410円

初検、往療及び再検

１．初 検 料
２．初検時相談支援料
３．往 療 料
４．再 検 料

1,520円
100円
2,300円
410円



２．患者ごとに償還払いに変更できる事例
の追加について



【参考】患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加について

15

◆ 第27回柔道整復療養費検討専門委員会における主な意見（概要）

• 患者ごとの償還払いが、想定どおり実効性のあるものとなっていない。今回において、それが継続されるようなことになると、我々は、これを必ず実行

するということを改めて申し上げたい【再掲】

• 月10回以上や３か月超の患者が５～10％存在することが確認され、両方に該当する長期かつ頻回の患者は、必要以上の施術や、あるいは他の内科的疾患

の可能性が考えられないでもないことから、これらの例外の方については、保険者が、患者の健康状態をより詳細に把握、直接確認することが保険者の

責務であって、そのための方策を今回改定において入れるべき

• 施術者の大半は、長期・頻回となる例では、適切に医療機関への受診を勧めており、また、そのような指導、教育も受けております。それが適切に行わ

れていないということであれば、これは、データや数値ではなく、個人の資質の問題だと考えている

• 長期・頻回で、患者ごとの償還払いに変更できる事例で、整形外科医からしてみると、捻挫・打撲で３か月以上治療が必要というのはあんまり考えにく

い。それは捻挫・打撲のような外傷性のものではないのではないか。何か腰椎の変性疾患とか、関節症とか、そういう内科的な原因が含まれているので

はないか

◆ 引き続き、長期施術・頻回施術等のデータ分析を行い、データや「患者ごとに償還払いに変更できる
事例」の施行状況等を踏まえ、令和６年改定において検討



Ⅲ .令和６年改定の基本的な考え方（案）について
２．患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加について

◆ 引き続き、長期施術・頻回施術等のデータ分析を行い、データや「患者ごとに償還払いに変更できる事例」
の施行状況等を踏まえ、令和6年改定において検討

⚫ 施術傾向について
長期・頻回それぞれの施術傾向について、骨折、打撲、捻挫等の請求区分別の差は見られない。
また、過去3年間の施術傾向を比べた場合、コロナ禍の令和2年度を含め、年度による施術傾向に差は見られない。

⚫ 長期施術について
療養費請求の約8割は初検から治癒等まで3ヶ月以内の施術となり、残りの約2割が4ヶ月以上の施術となっている。
「3ヶ月施術」と「4ヶ月施術」の割合は、他の4ヶ月以上施術の対比と比べて大きな減少幅となっている。

⚫ 頻回施術について
療養費請求の約5割は初検から治癒等まで3回以下の施術となり、残りの約5割が4回以上の施術となっている。
「3回以下施術」と4回以上の施術それぞれの割合は、施術回数が増えるごとに、ある程度一定の減少幅となっている。

長期施術・頻回施術等のデータ分析について

⚫ 制度は令和4年6月施行であり、被保険者等への周知や事務手続きに係る期間を勘案すれば、実際に償還払い変更通知
を施術所等に送付するまでには、早いものでも施行から数か月を要すると考えられる。

⚫ 患者ごとの償還払いの実施については保険者が判断するものであり、その実績については保険者等が把握しているが、
現時点において保険者等毎の施行状況を取りまとめたものはない。

償還払い変更事例等の施行状況について

→ 調査結果において、３ヶ月以内施術が約８割であり、４ヶ月以上の施術から療養費請求が大きく減少してい
ることについてどう考えるか

→ 施行状況等を踏まえ、償還払いの対象患者の範囲を決定することについてどう考えるか

→ 調査結果において、1ヶ月の施術回数３回以下が約５割、4回から10回が約４割、11回以上が約1割であるこ
とについてどう考えるか

→ 療養費支給申請書への長期施術継続理由書の添付義務や、患者調査の選定対象基準例が、長期継続（３ヶ月
を超える期間）、頻回傾向（１月あたり10回～15回以上が継続する傾向）であることについてどう考えるか

16

令和6年1月25日 第27回柔道整復療養

費検討専門委員会資料（抄）

参考



17

患者ごとに償還払いに変更できる事例について（案） ③

(5) その他施術が療養上必要な範囲及び限度を超えている可能性のある患者

・ 例えば、非常に長期にわたり、かつ、非常に頻度が高い施術を受けている患者については、施術が療養上必要な範
囲及び限度で行われず、長期に濃厚な施術となっているおそれがある。

・ 当該患者に対する施術について、療養費の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認するため、
③の手続きにより、保険者が受領委任の取扱いを中止し、当該患者に対する施術を償還払いに変更できることとする。

・ ここでの「非常に長期にわたり、かつ、非常に頻度が高い施術」について、個々の具体的な状況に応じて保険者が判断するものであるが、基本的に
は、「非常に長期にわたり、かつ、非常に頻度が高い施術」とは3か月を超えて月10回以上の施術が継続していることをいうものとする。

※ 「令和2年度療養費等の頻度調査」において、初検月から治癒又は中止までの施術月数は、3か月までが8.5割程度、4か月以上が1.5割程度、支給
月における後療回数は、10回までが9割程度、11回以上が1割程度となっている。

※ 「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について（通知）」（平成11年10月20日保険発139号）において、「特に
7、8、9及び11については、施術所ごと又は請求団体ごとに3部位以上の施術、3ヶ月を超える施術、月10回以上の施術、同一施術所における同一患
者の負傷と治療等を繰り返す施術、いわゆる『部位転がし』等の傾向があるものを分析するなど、重点的に審査するものとする。
（略）
7 多部位施術の算定に関すること。
8 長期施術の算定に関すること。
9 頻回施術の算定に関すること。
（略）
11 同一施術における同一患者の負傷と治療等を繰り返す施術、いわゆる『部位転がし』に関すること。」
とされている。

※ 「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」（平成24年3月12日保医発0312第1号、保保発0312第1号、保国発0312第1号、保後発
0312第1号）において、「調査に当たって、多部位、長期又は頻度が高いとする具体的基準は設けていないが、例えば、3部位以上負傷の申請書、3ヶ
月を超える長期継続（4ヶ月目以降）の申請書又は施術回数が頻回傾向（1月あたり10～15回以上が継続する傾向がある場合）の申請書に対して、文
書照会や聞き取り等を実施するなど、施術の状況等を確認し支給の適正化に努められたいこと。」とされている。

※ 受領委任の取扱いに係る協定・契約において、「施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とならないよう
努めること」とされている。

令和4年1月31日 第19回柔道整復療養

費検討専門委員会資料（抄）
参考



柔道整復療養費の受療者の年齢分布割合（過去３ヵ年の対比）

○ 柔道整復療養費の患者の年齢分布の過去３年間の推移も、70歳～79歳の患者割合が最も高く、他の年

齢分布からの増加幅と比べ大きな増加幅となり、80歳～89歳以降で大きく減少する傾向は変わらない。

※ 以下の抽出率にしたがい抽出した柔道整復療養費支給申請書（令和3年～令和5年の10月分）を基に分析
・ 全国健康保険協会管掌健康保険 1／30 ・ 国民健康保険 1／60 ・ 後期高齢者医療制度 1／50
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柔道整復療養費の１か月あたり施術回数別の患者割合（過去３ヵ年の対比）

支給月における後療回数（打撲）

支給月における後療回数（骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫）

※ 以下の抽出率にしたがい抽出した柔道整復療養費支給申請書（令和3年～令和5年の10月分）を基に分析
・ 全国健康保険協会管掌健康保険 1／30 ・ 国民健康保険 1／60 ・ 後期高齢者医療制度 1／50

支給月における後療回数（捻挫）

○３回以下の施術が全体の約半分弱で、４回目から大きく減少し回数が増える毎に逓減していること及び10回以
上の施術が全体の約１割強となっている傾向に変わりはない。
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柔道整復療養費の１か月あたり施術回数別の患者割合（過去３ヵ年の対比）

支給月における後療回数（打撲）

支給月における後療回数（骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫）

※ 以下の抽出率にしたがい抽出した柔道整復療養費支給申請書（令和3年～令和5年の10月分）を基に分析
・ 全国健康保険協会管掌健康保険 1／30 ・ 国民健康保険 1／60 ・ 後期高齢者医療制度 1／50

○1月あたり10回以下の施術は、全体の約９割で、11回以上の施術は約１割となる傾向に変わりはない。

支給月における後療回数（捻挫）

20



初検月から治癒又は中止までの施術月数の割合（過去３ヵ年の対比）

○３ヶ月施術の割合が最も高く、４ヶ月施術への減少幅が大きいが月数が増える毎に逓減する傾向は変わらない。

初検月から治癒又は中止までの施術月数（捻挫）

初検月から治癒又は中止までの施術月数（骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫）

初検月から治癒又は中止までの施術月数（打撲）

※ 以下の抽出率にしたがい抽出した柔道整復療養費支給申請書（令和2年～令和4年の10月分）を基に分析
・ 全国健康保険協会管掌健康保険 1／30 ・ 国民健康保険 1／60 ・ 後期高齢者医療制度 1／50
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令和６年改定の基本的考え方（案）について②

22

現行の償還払いに移行できる患者４類型に「非常に長期にわたり、かつ、非常に頻度が高い施術を受

けている患者」を追加することについて検討する。

①自己施術（柔道整復師による自身に対する施術）に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
②自家施術（柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術）を
繰り返し受けている患者

③保険者等が、患者照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

○長期かつ頻回な施術を受けている患者類型について

現行の患者照会対象は、長期施術患者（初検から3ヶ月を超える患者）、頻回施術患者（月10～15

回の施術を継続して受けている患者）となっている。

療養費支給申請書の傷病１件ごとの施術月数及び1月あたりの施術回数（後療回数）から、「長期

かつ頻回な受診を継続している患者」を推計した。

○患者照会対象の患者

・患者照会の対象となる患者

３ヶ月を超える施術を受けている患者の見込み ：約75万件／月（全施術の約7.5％）

１月あたり10~15回以上の施術を継続している患者の見込み：約50万件／月（全施術の約5.0％）

２．患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加について

※以下の抽出率により抽出した柔道整復療養費支給申請書（令和５年10月分）の件数を制度別の抽出率に従い割り戻し、健康保険組合（協会けんぽ分から推計）分等を加えたものから分析

・全国健康保険協会管掌健康保険1／30 、国民健康保険1／60、後期高齢者医療制度 1／50



【参考】現行の柔道整復療養費の受領委任に係る主な長期・頻回
施術に関する規定等のイメージ

1月 2月 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

患者
初療

※当月16日以降に
初検受療と仮定

療養費
請求等
※一部抜粋

患者照会
※一部抜粋

患者ごと
償還払い
※一部抜粋

※毎月、柔道整復施術所にて複数回の施術を受療と仮定

初検から５ヶ月を超える施術

○算定基準に合致しない場合
→不支給決定

○不正又は不当な請求の疑いがある場合
→厚生局等に情報提供（指導・監査）

○その後の施術の必要性を
個々に確認する必要があると
考えられる場合は、患者及び
当該施術を行っている施術管
理者に対して『償還払い変更
通知』を送付

○翌月の施術から
患者ごと償還払い
に移行
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○保険者等が患者照会を適切な時期に患者にわかりやすい照会
内容で繰り返し行っても回答しない患者及び当該施術を行って
いる施術管理者に対して『償還払い注意喚起通知』を送付
○保険者等は、文書だけによらず、電話又は面会により、照会
に回答しない理由、施術内容・回数、実際に施術を受けている
か、外傷によるものか等について説明を求める

○後療料、温罨法料、冷罨法料及
び電療料について、所定料金の
100分の80に相当する額により算定
（骨折、不完全骨折除く）

不正の疑いのある
施術等について被
保険者等に確認

患者に着目した療
養費の適正な支給
に関する取組

○頻回施術の傾向（10~15回/月）が継
続する場合、当該申請書について療養費
支給基準に則った支給申請が行われてい
るかを患者に確認（※）する。

頻回施術の傾向が継続

※いわゆる患者照会

○長期継続施術の申請書について、療
養費支給基準に則った支給申請が行わ
れているかを患者に確認（※）する。

○負傷部分、症状及び施術の継続が必要な理由を
明らかにした『長期施術継続理由書』を支給申請
書に添付（打撲・捻挫）
○1月間の施術回数の頻度が高い場合（10~15回
/月）は、当該理由書に負傷部位ごとの症状及び頻
度が高い施術が必要な理由を記載（打撲・捻挫）

※いわゆる患者照会

初検から３ヶ月を超える施術



※以下の抽出率により抽出した柔道整復療養費支給申請書（令和５年10月分）の件数を制度別の抽出率に従い割り戻し、健康保険組合（協会けんぽ分から推計）分等を加えたものから分析

・全国健康保険協会管掌健康保険1／30 、国民健康保険1／60、後期高齢者医療制度 1／50

患者ごと償還払いに「長期かつ頻回患者」を加えた場合のイメージ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月 16月 17月 18月 19月~

1回
～

9回

10回

11回

12回

13回

14回

15回

16回

17回

18回

19回

20回

~

患者照会の長期施術対象患者（※初検日から３ヶ月を超える施術を受けている患者）約75万件(全施術の約7.5％)

患者照会基準の長期かつ頻回施術対象患者（※３ヶ月を超えて1月あたり
10回以上の施術を継続して受けている患者）約13万件(全施術の約1.3％)

患者照会基準の長期かつ頻回施術対象患者のうち、（※５ヶ月を超えて1月あたり
10回以上の施術を継続して受けている患者）約2.8万件(全施術の約0.3％)

患者照会の頻回施術対象患者（※1月あたり10~15回の施術を継続して受けている患者）約50万件(全施術の約5.0％)

患者照会基準の長期かつ頻回施術対象患者のうち、（※６ヶ月を超えて1月あたり
15回以上の施術を継続して受けている患者）約0.9万件(全施術の約0.1％)

患者照会基準の長期かつ頻回施術対象患者のうち、（※７ヶ月を超えて1月あたり
19回以上の施術を継続して受けている患者）約0.2万件(全施術の約0.02％)

• 長期かつ頻回施術の事例追加について
患者ごと償還払いの対象者となる現行４類型に長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者を加

えることとし、その対象範囲については、現行の患者照会における患者の選定基準を基本としつつ、
更に長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者を対象とすることとしてはどうか。

24



【参考】
患者ごとに償還払いに変更できる事例について（主な規定等）
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改正後 ※太字下線部分の改正要否を検討する 柔道整復師の施術に係る療養費について

（保険者等の行う通知・確認等）
46 保険者等が、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要が
あると合理的に認めた場合については、保険者等は、次に掲げる事
項を実施することにより、当該患者に対する施術について受領委任
の取扱いを中止し、当該患者が保険者等に療養費を請求する取扱い
（以下「償還払い」という。）に変更することができること。なお、
患者ごとに償還払いに変更した場合に当該患者が保険者等に療養費
を請求するときの申請書の様式は、様式第５号の２とすること。
(1) 保険者等は、被保険者及び被扶養者に対して、患者ごとの償還
払いへの変更の対象となる患者類型等について予め周知すること。
(2) 保険者等は、以下に該当すると考えられる患者について、当該
患者及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、
償還払い注意喚起通知（様式第９号及び第９号の２を標準とす
る。）を送付すること。
①自己施術（柔道整復師による自身に対する施術）に係る療養費の
請求が行われた柔道整復師である患者
②自家施術（柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師によ
る関連施術所の開設者及び従業員に対する施術）を繰り返し受けて
いる患者
③保険者等が、患者に対する35の照会を適切な時期に患者に分かり
やすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
⑤長期かつ頻回な施術（＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊）

（保険者等の行う通知・確認等）
46 保険者等が、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要が
あると合理的に認めた場合については、保険者等は、次に掲げる事
項を実施することにより、当該患者に対する施術について受領委任
の取扱いを中止し、当該患者が保険者等に療養費を請求する取扱い
（以下「償還払い」という。）に変更することができること。なお、
患者ごとに償還払いに変更した場合に当該患者が保険者等に療養費
を請求するときの申請書の様式は、様式第５号の２とすること。
(1) 保険者等は、被保険者及び被扶養者に対して、患者ごとの償還
払いへの変更の対象となる患者類型等について予め周知すること。
(2) 保険者等は、以下に該当すると考えられる患者について、当該
患者及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、
償還払い注意喚起通知（様式第９号及び第９号の２を標準とす
る。）を送付すること。
①自己施術（柔道整復師による自身に対する施術）に係る療養費の
請求が行われた柔道整復師である患者
②自家施術（柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師によ
る関連施術所の開設者及び従業員に対する施術）を繰り返し受けて
いる患者
③保険者等が、患者に対する35の照会を適切な時期に患者に分かり
やすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者



【参考】
患者ごとに償還払いに変更できる事例について（主な規定等）
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改正後 ※太字下線部分の改正要否を検討する 柔道整復師の施術に係る療養費について

(3) 保険者等は、(2)の対象患者について、償還払い注意喚起通知を
送付した月の翌月以降に、同様の施術及び療養費の請求が行われ、
なお(2)①から④までのいずれかに該当すると考えられる場合は、事
実関係を確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、
回数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明
を求めること。なお、(2)③に該当する患者については、保険者等は、
文書だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、照会に
回答しない理由とともに、施術内容、回数、実際に施術を受けてい
るか、外傷によるものなのか等の説明を求めること。また、(2)⑤に
該当する＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊すること
(4) 保険者等は、(3)の対象患者について、(3)の確認の結果、状況が
改善されないなど、なお(2)①から④までのいずれかに該当し、療養
費の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認す
る必要があると考えられる場合は、当該患者及び当該患者に施術を
行っている施術所の施術管理者に対して、償還払い変更通知（様式
第10号及び第10号の２を標準とする。）を送付すること。また、保
険者等は、当該患者に対して、償還払い変更通知が到着した月の翌
月以降に施術を受ける場合は、償還払い変更通知を施術所に提示す
るとともに、施術所に施術料金を全額支払った上で、自身で保険者
等に療養費の請求を行うよう指導すること。なお、(2)③に該当する
患者については、保険者等は、償還払い変更通知の送付だけによら
ず、電話又は面会により、当該患者に対し、償還払いに変更となる
こと、施術を受ける場合は施術所に償還払い変更通知を提示するこ
と等を説明すること。
また、(2)⑤に該当する＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊すること
(5) 保険者等は、(2)①に該当する患者については、(2)及び(3)の手
続きを経ることなく、当該患者及び当該患者に施術を行っている施
術所の施術管理者に対して、(4)の償還払い変更通知を送付すること
ができること。

(3) 保険者等は、(2)の対象患者について、償還払い注意喚起通知を
送付した月の翌月以降に、同様の施術及び療養費の請求が行われ、
なお(2)①から④までのいずれかに該当すると考えられる場合は、事
実関係を確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、
回数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明
を求めること。なお、(2)③に該当する患者については、保険者等は、
文書だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、照会に
回答しない理由とともに、施術内容、回数、実際に施術を受けてい
るか、外傷によるものなのか等の説明を求めること。

(4) 保険者等は、(3)の対象患者について、(3)の確認の結果、状況が
改善されないなど、なお(2)①から④までのいずれかに該当し、療養
費の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認す
る必要があると考えられる場合は、当該患者及び当該患者に施術を
行っている施術所の施術管理者に対して、償還払い変更通知（様式
第10号及び第10号の２を標準とする。）を送付すること。また、保
険者等は、当該患者に対して、償還払い変更通知が到着した月の翌
月以降に施術を受ける場合は、償還払い変更通知を施術所に提示す
るとともに、施術所に施術料金を全額支払った上で、自身で保険者
等に療養費の請求を行うよう指導すること。なお、(2)③に該当する
患者については、保険者等は、償還払い変更通知の送付だけによら
ず、電話又は面会により、当該患者に対し、償還払いに変更となる
こと、施術を受ける場合は施術所に償還払い変更通知を提示するこ
と等を説明すること。

(5) 保険者等は、(2)①に該当する患者については、(2)及び(3)の手
続きを経ることなく、当該患者及び当該患者に施術を行っている施
術所の施術管理者に対して、(4)の償還払い変更通知を送付すること
ができること。



参考



柔道整復療養費の料金改定（案）について（令和６年●月～）

初回 2回目 3回目以降

施術の内容や部位数
によらないもの

・初検料（1,520円）→（●●●●円）
（時間外、夜間、休日の加算あり）

・初検時相談支援料（100円）
・再検料（410円）

・往療料（2,300円）、（4㎞超2,550円）

・明細書発行体制加算（13円）→（●円）※明細書を無償で患者に交付した場合、同月内に●回のみ算定
※ 令和６年●月から

施術の内容や部位数
によるもの

・整復料（骨折）
（5,500円～11,800円）

・後療料（850円）
※3部位以上は60％逓減の対象

・固定料（不全骨折）
（3,900円～9,500円）

・後療料（720円）
※3部位以上は60％逓減の対象

・整復料（脱臼）
（2,600円～9,300円）

・後療料（720円）
※3部位以上は60％、5ヶ月超の長期は80％逓減の対象

・施療料（打撲、捻挫）
（760円）

・後療料（505円）
※3部位以上は60％、5ヶ月超の長期は80％逓減の対象

・冷罨法料（85円）、温罨法料（75円）、電療料（30円）→（●円）
※3部位以上は60％、5ヶ月超の長期は80％逓減の対象

・骨折、脱臼、不全骨折の固定のための金属副子等を使用した場合の加算
3回まで（1,000円）

・柔道整復運動後療料（骨折、脱臼、不全骨折）
（320円）

・骨折、脱臼、不全骨折の応急施療を行った後
の保険医療機関への文書による患者紹介を行っ
た場合の情報提供料（1,000円）
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